
    

 

                           

【秋の火災予防運動】 

「火を消して 不安を消して つなぐ未来」を全国統一防火標語とし、県下一斉に令和5年10月

16日(月)から22日(日)までの７日間、「秋の火災予防運動」を実施します。 

 

各種行事（消防展等） 

10月 8日          11：00～14：00 イオンモール下田防災フェス 

10月 10日、11日 09：00～12：00 小中野消防防災展（小中野ショッピングプラザ） 

10月 14日         09：00～12：00 階上岳防火キャンペーン（フォレストピア階上駐車場） 

10月 21日、22日 10：00～13：00 玉姫グループ防災広場（売市玉泉院） 

10月 22日         09：00～12：00 ユニバース八戸ニュータウン店防災広場 

10月 24日、25日 09：00～12：00 八戸市水産科学館マリエント消防展 

 

当消防本部令和 5年秋の火災予防運動チラシ 

令和 5年 10月 16日（月）から 22日（日） 

秋の火災予防運動を実施します！ 



八戸地域防災協会令和 5年秋の火災予防運動ポスター 



 

 

 



【消防用設備等の点検について】 

防火対象物の関係者は、消火器等の消防用設備等を定期に点検し、その結果を、飲食店や物品

販売店舗等の特定用途防火対象物は１年に１回、事務所や工場等の非特定防火対象物は３年に

１回、管轄する消防署長あてに報告する必要があります。 

 消防用設備等を定期に点検し維持管理することは、防火対象物や防火対象物に出入りする方々

の命を守るために必要なことです。忘れずに提出しましょう。 

 様式は、当消防本部のホームページからダウンロードできます。 

 また、提出は郵送や電子メールでも可能です。郵送の際は、消防用設備等点検結果報告書２部

（正・副）を、切手付きの返送用封筒を同封の上、送付してください。電子メールの際は、事前

に管轄の消防署に電話連絡後、送付してください。 

                                                    

■お問い合わせ先■ 

  八戸地域広域市町村圏事務組合 消防本部予防課 

     TEL：0178-44-2133 / FAX：0178-44-1196 


